
   

平成２８年３月３０日 

九 州 地 方 整 備 局 

長崎河川国道事務所 

 

「本明川水系河川整備計画（変更）」の策定 

心を潤す清流と、穏やかな川面に写し出される街の風情。この本明川を故郷の誇りに… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
  

 

問い合わせ先： 

国土交通省 九州地方整備局 河川部       ＴＥＬ：092-471-6331（代表） 

                 河川計画課長 宗 琢万 

                 建設専門官  阿部 成二  

国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 ＴＥＬ：095-839-9211（代表） 

                   技術副所長   平井 新太郎   

                   調査第一課長  穴井 利明 

  

 

 

国土交通省九州地方整備局では、本明川の中期的な整備内容を定めた「本明川水系河川整

備計画（H17年3月）」の策定以降の東北地方太平洋沖地震や九州北部豪雨など河川を取り巻

く状況の変化及びこれまでの事業進捗等を踏まえ、本明川水系における今後、概ね20年間の

具体的な河川整備の内容等を記載した「本明川水系河川整備計画（変更）」を平成28年3月

29日に策定しました。 

今後、この計画に基づき、より安全・安心な川づくりを推進していきます。 

 

１．本明川水系河川整備計画の概要 

別紙のとおり 

 

 ２．策定までの経緯 

   ・河川整備計画（変更原案） 公表 平成２７年１１月４日 

   ・河川整備計画（変更案）   公表 平成２８年２月２３日 

   ・河川整備計画（変更）    変更 平成２８年３月２９日 

 

３．その他 

「本明川水系河川整備計画（変更）」については長崎河川国道事務所のホームページ

（http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/river_dam/seibikeikaku/index.html） 

で公表しております。 

 

http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/river_dam/seibikeikaku/index.html


２．河川整備計画の主な変更点 

 

 河川整備計画の主な変更点 

① 川区域の変更 

  諫早湾干拓事業が平成 20 年 3 月に完了し、同年 4 月 25 日付で諫早湾干拓調整池が河

川指定され河川区域が変更になり、幹川流路延長 21km から 28km、流域面積が 87km2

から 249km2 に変更となったことを河川整備計画（変更）に反映しました。 

②本明川ダム事業の変更 

  平成 25 年 5 月水道事業者よりダム事業参画継続の意思なしとの回答があり、新規利水

の目的がなくなったことによるダム規模の縮小を考慮し、河川整備計画（変更）に反映

しました。 

③地震・津波への対応 

  平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震の発生を受け、津波・地震に関する法整備や基

準づくり等が進められています。 

  本明川においても、大規模な地震が発生した場合に河川管理施設と必要な機能を確保

するために、堤防や水門等の河川管理施設等の耐震性能を照査し、必要な対策を行うこ

とから、河川整備計画（変更）に地震・津波への対応を記載しました。 

④堤防の安全性 

平成 24 年 7 月の九州北部豪雨では、福岡県を流れる矢部川や大分県を流れる花月川で

堤防が決壊しました。その要因のひとつとしては、河川水の浸透による基盤からの漏水

や洪水の侵食作用によるものでした。 

本明川においても、洪水時の降雨及び河川水の浸透による堤防に対する安全性の確保



や洪水時の流水の侵食作用に対する安全性確保のための対策が必要なため、今回、河川

整備計画（変更）に堤防の安全性について記載しました。 

④危機管理 

近年、整備途上において施設能力以上の洪水が全国各地で発生しており、本明川でも

このような洪水が発生した場合には甚大な被害が発生することが懸念されることから、

被害を軽減させるため今回、河川整備計画（変更）に危機管理について記載しました。 

⑤その他 

旧河川整備計画（平成 17 年 3 月）の策定以降の基礎情報の追加・更新や水防法・河川

法改正等に伴う内容の充実を図りました。 
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